
荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金交付要綱 

 

令和６年３月２５日制定 

（５荒産経第２３４４号） 

（ 副 区 長 決 定 ） 

令和８年３月９日一部改定 

（通則） 

第１条 荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関しては、

荒川区補助金等交付規則（昭和６２年荒川区規則第２７号）によるほか、この要綱の定めると

ころによる。 

 

（目的） 

第２条 この要綱は、荒川区（以下「区」という。）の区域内（以下「区内」という。）において、

空家を活用して新たに地域に貢献する事業を行おうとする事業者に対し、発生する費用の一部

を補助することにより、事業の創業期の経済的負担の軽減を図るとともに、区内空家の利活用

促進を図り、もって区内産業の振興及び地域の活性化に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において「空家」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法

律第１２７号）第２条第１項に規定する空家等をいう。 

 

（補助対象者） 

第４条 この要綱による補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲

げる要件の全てに該当する者とする。 

（１） 第７条第１項に規定する補助金の交付の対象となる期間の始期以後において、次の要

件の全てに該当する者であること。 

ア 荒川区空家利活用事業補助金交付要綱（平成３０年２月２３日付け２９荒防防第２２７

１号）に定める補助金の交付の決定を受けていること。 

イ 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者であ

ること。 

ウ 商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）による設立登記申請書又は所得税法（昭和４

０年法律第３３号）による個人事業の開業・廃業等届出書を提出してから５年未満の個人

若しくは法人又は新事業の展開を始めてから５年未満の個人若しくは法人であること。 

（２） 国、地方公共団体その他の機関から、事務所等の賃料に係る補助金を現在まで一度も

受けていないこと。 

（３） 申告の完了した直近の事業年度分の法人住民税又は前年度分の個人住民税を滞納して

いないこと。 

（４） 第７条第１項に規定する補助金の交付の対象となる期間の終期以後も区内において事

業を継続する意思があること。 

（５） その他区長が必要と認める要件を満たしていること。 



（補助事業） 

第５条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助対

象者が補助金の交付の対象となる期間において第６条の補助対象物件を賃借して実施する地域

に貢献する事業又は地域を活性化させる事業とする。 

 

（補助対象物件） 

第６条 この要綱による補助金の交付の対象となる空家（以下「補助対象物件」という。）は、次

に掲げる要件の全てに該当する空家とする。 

（１） 荒川区空家利活用事業補助金交付要綱に定める補助金の交付を受けて改修を行った空

家で、補助対象者自らが賃貸借契約を締結して賃借するものであること。 

 （２） 空家の貸主が、補助対象者と密接な関係を有する者でないこと。 

（３） 補助対象者が補助事業のために継続して使用し、かつ、住居と兼用しないものである

こと。 

 

（補助対象期間） 

第７条 この要綱による補助金の交付の対象となる期間は、第１１条第１項の規定による補助金

の交付の決定の日又は次に掲げる日のうち最も遅い日の属する月の翌月から起算して２４月以

内の期間とする。 

（１） 補助対象者が補助対象物件の賃借を開始する日 

（２） 補助対象者が創業する日 

 （３） 補助事業を開始する日 

 

（補助対象経費） 

第８条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補

助事業に係る補助対象物件の賃借料とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費又はこれに類する経費は、補助対象経費としない。 

（１） 敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、駐車場料金等の維持管理経費又は水道等の利用

料 

（２） 振込手数料等の間接経費 

 

（補助金の額） 

第９条 この要綱による補助金の額は、次条第１項又は第２項の規定による交付申請に係る補助

対象経費の見込額又は第１５条の規定による実績報告に係る補助対象経費の実支出額（第１３

条第２項の規定により当該見込額に係る変更の承認をしたときは、当該承認に係る補助対象経

費の見込額又は実支出額）のうちいずれか少ない額とし、次の各号に掲げる月の区分に応じ、

当該各号に定める月額を上限として、区の予算額の範囲内において交付する。 

 （１） 補助を開始する月から起算して１２月目まで 月額５万円 

 （２） 補助を開始する月から起算して１３月目から２４月目まで 月額３万円 

 

 



（交付申請） 

第１０条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、荒川区空家利活用創

業賃料支援事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に区長が別に定める書類を添えて、区長

に申請しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者は、前年度に補助金の交付を受けている場合において、前

年度から継続して補助金の交付を受けようとするときは、継続して補助金の交付を受けようと

する会計年度の当初に、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金継続交付申請書（別記第２

号様式）に区長が別に定める書類を添えて、区長に申請しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第１８条第２項の規定による通知を受けた申請者は、第１項又

は前項の規定による申請をすることができない。 

 

（交付決定等） 

第１１条 区長は、前条第１項又は第２項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書

類等の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予

算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金

額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助

金の交付の決定をし、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金交付決定通知書（別記第３号

様式）により申請者に速やかに通知するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による調査により、補助金の交付が適当でないと認めるときは、補助金

の不交付を決定し、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金不交付決定通知書（別記第４号

様式）により申請者に速やかに通知するものとする。 

 

（補助条件） 

第１２条 区長は、前条第１項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付

するものとする。 

 

（補助事業の内容の変更等） 

第１３条 第１１条第１項の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、補助事業の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しよう

とするときは、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金変更・中止等申請書（別記第５号様

式）によりあらかじめ区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査し、補助事業の内容

を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止することが適当と認めたときは、その変更又

は中止若しくは廃止の承認の決定をし、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金変更・中止

等承認書（別記第６号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（事故報告） 

第１４条 補助事業者は、予定の期間内に補助事業に着手することができないと見込まれる場合

又は補助事業の遂行が困難となった場合は、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金事故報

告書（別記第７号様式）により、速やかに区長に報告し、その処理について指示を受けなけれ



ばならない。 

 

（実績報告） 

第１５条 補助事業者は、次に掲げる期間における補助事業に係る実績について、それぞれ当該

期間の末日までに荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金実績報告書（別記第８号様式）に

区長が別に定める書類を添えて、区長に報告しなければならない。 

（１） ４月（５月から９月までの期間に補助事業に着手したときは、補助事業に着手した日

の属する月）から９月（４月から８月までの期間に補助事業を完了したときは、補助事業を

完了した日の属する月）までの期間 

（２） １０月（１１月から３月までの期間に補助事業に着手したときは、補助事業に着手し

た日の属する月）から３月（１０月から２月までの期間に補助事業を完了したときは、補助

事業を完了した日の属する月）までの期間 

 

（補助金の額の確定） 

第１６条 区長は、前条の規定による報告があった場合は、当該報告に係る書類の審査、必要に

応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した

条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の

額を確定し、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金額確定通知書（別記第９号様式）によ

り補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１７条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補

助金請求書（別記第１０号様式）を速やかに区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１８条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規

則又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。 

（４） 補助対象物件を転貸したとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、速やか

に荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金交付決定取消通知書（別記第１１号様式）により、

補助事業者に通知するものとする。 

 

（その他） 

第１９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。 

 



 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙 

［補助条件］ 

 

 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。 

 

第１ 遵守事項 

補助事業者は、次に掲げる事項について、遵守しなければならない。 

（１） 補助事業の完了後も区内において継続して事業を行うよう努めること。 

（２） 商店街の空き店舗を事務所等として利用する場合は、当該商店街に係る組織の構成員

になるよう努めること。 

 

第２ 申請の取下げ 

補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の

通知を受けた日から起算して１４日以内に申請の取下げをすることができる。 

 

第３ 事情変更による決定の取消し等 

この補助金の交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の

全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することが

できる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

 

第４ 承認事項 

補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならな

い。ただし、（１）及び（２）に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。 

（１） 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

（２） 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（３） 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

 

第５ 事故報告等 

補助事業者は、予定の期間内に補助事業に着手することができないと見込まれる場合又は補助

事業の遂行が困難となった場合は、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金事故報告書（別記

第７号様式）により、速やかに区長に報告し、その処理について指示を受けなければならない。 

 

第６ 状況の調査等 

区長は、補助事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要があると認めるときは、補助事業の状

況を調査し、又は補助事業者に報告を求めることができる。 

 

第７ 補助事業の遂行命令等 



１ 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第

２項の規定による調査等により、補助事業者の補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに

付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補

助事業を遂行すべきことを命ずることができる。 

２ 区長は、補助事業者が１の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずる

ことができる。 

 

第８ 実績報告 

補助事業者は、次に定める期間における補助事業に係る実績について、それぞれ当該期間の末

日までに荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金実績報告書（別記第８号様式）に区長が別に

定める書類を添えて、区長に報告しなければならない。 

（１） ４月（５月から９月までの期間に補助事業に着手したときは、補助事業に着手した日

の属する月）から９月（４月から８月までの期間に補助事業を完了したときは、補助事業を

完了した日の属する月）までの期間 

（２） １０月（１１月から３月までの期間に補助事業に着手したときは、補助事業に着手し

た日の属する月）から３月（１０月から２月までの期間に補助事業を完了したときは、補助

事業を完了した日の属する月）までの期間 

 

第９ 補助金の額の確定 

 区長は、第８の規定による実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類及び必要に応じ

て行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適

合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定

し、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金額確定通知書（別記第９号様式）により補助事業

者に通知するものとする。 

 

第１０ 是正のための措置 

１ 区長は、第９の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれ

に付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補

助事業者に命ずることができる。 

２ 補助事業者は、１の規定による命令により必要な措置をした場合においても、第８の規定に

よる実績報告を行わなければならない。 

 

第１１ 交付決定の取消し 

１ 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則

又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。 

（４） 補助対象物件を転貸したとき。 



 

２ １の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。 

 

第１２ 補助金の返還 

補助事業者は、第１１の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、補助事業

の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示に従いその返

還をしなければならない。 

 

第１３ 違約加算金及び延滞金 

１ 第１１の１の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第１２の規定によ

りその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の

日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間につい

ては、既納額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金

（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

２ 第１２の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しな

かったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に

つき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付

しなければならない。 

 

第１４ 違約加算金の計算 

１ 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における第１３の１の規定の適用について

は、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領されたものとし、当該返

還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達する

まで順次遡りそれぞれの受領の日において受領されたものとする。 

２ 第１３の１の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還

を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金

の額に充てるものとする。 

 

第１５ 延滞金の計算 

第１３の２の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の

未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎と

なるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

第１６ 他の補助金等の一時停止等 

区長は、補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又

は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業

について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当

該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。 

 

第１７ 関係書類の作成保管 



補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に

ついての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた会計年度の終了後５

年間保管しておかなくてはならない。 

 


